
広告掲載のお申し込み・お問い合わせは広報シティプロモーション課☎（81）7123へ

△

交通事故57〈57〉 

△

交通事故死者0〈0〉 

△

交通事故負傷者61〈61〉 

△

犯罪発生（12月の件数）125〈1344〉 いずれも暫定値△

火災7〈7〉 

△

救急車の出動1524〈1524〉
交通事故・犯罪発生・火災・救急件数

1月の件数〈2026年の累計〉

こんな違反は反則金の対象に

県警公式アプリ
かながわポリス

ルールの基本自転車安全利用五則

　アプリ内の「スマートチリリンスクール」で、 クイズに

答えながら自転車の交通ルールが学べます。

　昨年、市内で発生した人身事故は734件。 そのうち、自転車

が関係する事故は399件で、全体の約54％を占めています。

これは県内平均の約25％を大きく上回っており、茅ヶ崎市は

「自転車交通事故多発地域」に指定されています。

　交通反則通告制度は比較的軽微な交通違反に青切符が交付され、反則金を納付すれば刑罰が課され

ない制度です。 以下は反則金対象の違反の一例です。

市内人身交通事故の

5割以上が自転車事故

自転車関係

事故
その他

市内の人身
交通事故
（2025年）

　茅ヶ崎市は県内でも自転車利用率が高く、交通事故も多発しています。 4月

1日の改正道路交通法施行に伴い、16歳以上を対象に自転車の交通違反113

種類に対して交通反則通告制度(青切符)が導入されます。 今後青切符の対象

になる違反や、知っておきたい自転車の交通ルールについて確認しましょう。

安全対策課☎（81）7128

「スマチリ」で交通ルールを

楽しく学ぼう

Q.歩道通行できる場合は？

■■ 普通自転車歩道通行可の標識（右記）・標示がある

■■ 13歳未満、７０歳以上、身体が不自由な方他

■■ �車道または交通の状況に照らして安全確保の 

ため、やむを得ないと認められる場合

車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先

　原則、 車道や自転車道・普通自転車専用通行帯を通行します。

交差点では信号と一時停止を守って、 安全確認

Q.自転車が守る信号は？

通行場所 守る信号

車道 車両用信号※右折矢印信号を除く

自転車横断帯や横断歩道

を押し歩きなど
歩行者用信号

歩行者・自転車専用信号

機がある場所
歩行者・自転車専用信号

　信号や一時停止の標識に従い、 安全確認をしましょう。

◀一時停止

の標識

◀徐行の

標識

交差点で確認する標識（一例）

◀�自転車 

通行止め

の標識

　自転車による死亡事故の約半数が頭部に致命傷を負っていま

す。 ２０２３年から、 自転車に乗車する時にヘルメット着用が努力

義務化されました。

ヘルメットを着用

夜間はライトを点灯 飲酒運転の禁止

反則金

1万2000円

反則金

5000円
反則金

5000円

反則金

3000円

反則金

6000円
反則金

7000円

携帯電話の使用など

（保持）

イヤホンなどを使用

遮断踏切立ち入り 車道の右側通行

一時不停止 二人乗り ・ 並走

止まれ

知っておきたい

4/1から

16歳以上

対象

茅ケ崎警察署
交通総務係員

　茅ヶ崎市は、 自転車に関係す

る交通事故が大変多い地域で

す。 一時不停止や無灯火など

自転車の違反も多く、 重大事

故も発生しています。 自転車

は自動車やバイクと同じ車両の

仲間です。 ヘルメットを着用し、

交通ルールを守りましょう。 家

庭や職場でも改めてルールの

確認を。

※必要な音が

　 聞こえない場合

※�走行中に携帯電話を使用して交通の危険を生じさせたり、 「酒気帯び運転」や「妨害運転」など、 特に悪質な違反

行為は赤切符を受け、 刑事手続によって処理される可能性があります
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